
 

 

千葉県衛生管理者協議会は、県内の事業場で働く衛生管理者のスキルアップを図り、当該 

事業場の労働衛生水準を向上させ、県内各地における衛生管理活動の活性化を図ることなど

を目的に平成22 年 3月に設立し、活動しています。 

 関係者のみなさまにおかれましては、奮ってご入会くださいますようご案内申し上げます。 

 

■会員について 

 衛生管理者、衛生推進者（安全衛生推進者）、労働衛生担当者の方で… 

①事業場会員…千葉県内の事業場所属の衛生管理者などで、所属長の承認がある方 

②個 人 会 員…千葉県内に在住・在勤の方で衛生管理者などの資格をお持ちの方 

 

■会費・行事参加費 

 無料 

■主な活動内容 

 ・研修会（例会）を年２回開催 

 ・【全国衛生管理者協議会ニュース】を定期的に発信 

 

■入会方法 

 申込書に必要事項を記入し、メールにてお申込ください。会則や例会の日程などは、当連

合会のホームページにてご確認いただけます。 
 
 

【問い合わせ先】 
公益社団法人 千葉県労働基準協会連合会 
〒260-0026 
千葉県千葉市中央区千葉港 4-3 千葉県経営者会館305号 
TEL:043-241-2626  FAX:043-241-2670 
URL ⇒https://www.chibaroukiren.com/ 
E-mail⇒eisei17-1@chibaroukiren.com 

 

千葉県 

衛生管理者協議会 

会員募集のご案内 

事業場の労働衛生管理を充実させていくために 


